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放
射
性
物
質
の
数
量
等
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
放
射
性
物
質
の
数
量
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
放
射
線
障
害
防
止
に
関
す
る
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
放
射
性
物
質
の
数
量
又
は

（
放
射
線
障
害
防
止
に
関
す
る
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
放
射
性
物
質
の
数
量
）

濃
度
）

第
一
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第

第
一
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第

六
号
、
第
二
十
五
条
第
二
項
第
七
号
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
第
五
号
、
薬
局
等
構

六
号
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
設
備

造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
設
備
規
則
」
と
い
う
。

規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
条
第
二
項
並
び
に
放
射
性

）
第
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
条
第
一
項
第
二
号
へ
た
だ
し
書
及
び
第
四

医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
製
造

号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
二
項
並
び
に
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則

及
び
取
扱
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
数
量
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ

（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
製
造
及
び
取
扱
規
則
」
と
い
う
。
）

る
種
類
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

第
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
数
量
又
は
濃
度

は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
濃
度
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
又
は
同
表
の
第
三

欄
に
掲
げ
る
濃
度

二

別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
放
射
性
物
質
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
数
量
、
又
は
放
射
性
物
質
の

そ
れ
ぞ
れ
の
濃
度
の
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と

な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
濃
度

２

前
項
の
数
量
又
は
濃
度
は
、
数
量
に
つ
い
て
は
薬
局
、
製
造
所
又
は
店
舗
に
存
す

２

設
備
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
へ
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に

る
放
射
性
物
質
の
数
量
と
し
、
濃
度
に
つ
い
て
は
容
器
一
個
に
入
っ
て
い
る
放
射
性

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
数
量
は
、

物
質
の
濃
度
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
数
量
の
百
倍
と
す
る
。
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第
二
条
～
第
二
十
条

（
略
）

第
二
条
～
第
二
十
条

（
略
）

別
表
第
一

別
表
第
一

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
～
別
表
第
六

（
略
）

別
表
第
二
～
別
表
第
六

（
略
）

制
定
文

平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


